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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

中間連結会計期間
第52期

中間連結会計期間
第51期

会計期間

2024年
４月１日から
2024年

９月30日まで

2025年
４月１日から
2025年

９月30日まで

2024年
４月１日から
2025年

３月31日まで

売上高 （百万円） 11,353 12,545 23,608

経常利益 （百万円） 865 1,901 2,506

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
（百万円） 628 1,395 1,860

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 615 1,583 1,853

純資産額 （百万円） 15,424 17,611 16,719

総資産額 （百万円） 20,781 24,113 22,944

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 104.85 230.37 309.37

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） 102.15 225.41 301.93

自己資本比率 （％） 73.3 72.1 72.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 432 1,488 1,825

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 208 374 △931

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,324 △723 △1,268

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（百万円） 4,815 6,263 5,123

 

　（注）当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

 

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

　当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用環境や賃金引上げ等の所得環境が改善する状況下にインバウ

ンド需要が引き続き旺盛であることも相まって緩やかな回復基調にあります。一方、資材高騰や供給不足による

物価上昇に伴い、実質賃金低下の状況が続いており、国内消費は足踏み状態となっております。また、世界的に

は、混迷が続くウクライナ・中東情勢の長期化や、東アジアの地政学リスクの高まりに加え、欧州諸国等、主要

国における少数与党による不安定な政権運営が経済の不確実性を一段と高めています。さらに、米国の関税措置

をはじめとした保護主義的な経済政策や外交姿勢が世界経済に及ぼす影響等、景気の先行きは依然として不透明

かつ流動的な状況が続くものと思われます。

　当社グループが属する情報サービス産業界におきましては、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）に

関わる、ＩｏＴやクラウドコンピューティング、生成ＡＩ関連市場等の成長分野への投資が引き続き活発である

ことに加え、ハードウェアとソフトウェアの融合が加速しており、システム全体の最適化を志向する動きが強

まっています。一方、ランサムウェア等へのサイバーセキュリティ対策の強化、個人情報保護規制への対応等、

事業環境の複雑化が進んでいます。

　このような変化が激しく、不確実性が高まる市場におきまして、技術の知識と経験を兼ね備えた人材を確保す

べく、報酬水準の見直し、就労環境の改善等、人的資本投資の拡充を進めております。また、2026年度を最終年

度とする３か年の中期経営計画「Blue Wind ChapterⅡ」におきましても、「事業の強靭化」「ＳＸ（サステナビ

リティ・トランスフォーメーション）への取組み」「人と組織の強靭化」を重点課題とし、市場に柔軟かつ的確

に対応できる人材の育成に向けた成長投資を積極的に行っております。さらに、持続的な事業発展には欠かせな

い新卒社員等の採用活動につきましても引き続き積極的に推進しております。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は12,545百万円で前年同期比1,191百万円（前年同期比10.5％増）の

増収となりました。利益面では、契約単価の見直しによる収益改善や、成長分野へのシフト等が進んでおりま

す。一方、売上原価等の費用面におきまして、定期昇給に加えベースアップによる給与水準の引き上げを３期連

続で実施したこと等のコストアップに対し、前中間連結会計期間には50周年記念一時金が243百万円発生していた

ことの反動から、営業利益は1,843百万円で前年同期比1,014百万円増（同122.3％増）となりました。経常利益は

1,901百万円で前年同期比1,035百万円増（同119.6％増）となり、親会社株主に帰属する中間純利益は1,395百万

円で前年同期比766百万円増（同121.9％増）となりました。

 

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

 

（イ）システムコア事業

　今後成長が期待されるイメージセンサーなどの半導体分野、通信機器部品の機構設計、並びに組込ソフ

トウェア開発の受注が伸長しております。医療装置の設計開発業務に関しても引き続き堅調に推移してい

ること等から、売上高は2,210百万円（前年同期比10.1％増）、セグメント利益は584百万円（同21.9％

増）となりました。
 

（ロ）ＩＴソリューション事業

　自社開発したパッケージソフトウェアの受注やモバイル関連ビジネスがセグメント収益を牽引していま

す。その他のシステム開発、モバイルアプリ開発案件も契約条件の改善が進み、堅調に推移していること

等から、売上高は2,971百万円（前年同期比11.4％増）、セグメント利益は908百万円（同37.6％増）とな

りました。
 

（ハ）ネットワークサービス事業

　ネットワーク新規構築や運用・保守業務、情報セキュリティ関連など、企業や官公庁等の旺盛な需要に

対し、受注機会を的確に捉え対応できるよう積極的に人材投資を行っております。その結果、売上高は

7,362百万円（前年同期比10.2％増）、セグメント利益は1,858百万円（同36.0％増）となりました。
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　当中間連結会計期間における財政状態は次のとおりであります。

 
（資産）

　当中間連結会計期間末における流動資産は15,572百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,052百万円増加い

たしました。これは主に、売掛金及び契約資産が230百万円減少した一方で、現金及び預金が1,139百万円、有

価証券が201百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。固定資産は8,540百万円となり、前連結

会計年度末に比べ116百万円増加いたしました。これは主に、投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資

産が91百万円減少した一方で、投資有価証券が239百万円増加したこと等によるものであります。

　この結果、総資産は24,113百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,169百万円増加しました。
 
（負債）

　当中間連結会計期間末における流動負債は4,471百万円となり、前連結会計年度末に比べ291百万円増加いた

しました。これは主に、賞与引当金が210百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が70百万円、未払

費用が67百万円それぞれ減少した一方で、流動負債のその他に含まれる未払金が611百万円増加したこと等によ

るものであります。固定負債は2,029百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少いたしました。これ

は主に退職給付に係る負債が13百万円減少したこと等によるものであります。

　この結果、負債合計は6,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ277百万円増加いたしました。
 
（純資産）

　当中間連結会計期間末における純資産は17,611百万円となり、前連結会計年度末に比べ892百万円増加いたし

ました。これは主に配当の支払いにより750百万円減少した一方で、利益剰余金が親会社株主に帰属する中間純

利益により1,395百万円、その他有価証券評価差額金が170百万円それぞれ増加したこと等によるものでありま

す。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

1,139百万円増加し6,263百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,488百万円の収入（前年同期は432百万円の収入）となりました。

これは主に法人税等の支払470百万円、賞与引当金の減少210百万円等の減少要因があった一方で税金等調整前

中間純利益の計上1,902百万円、売上債権の減少230百万円等の増加要因があったことによるものであります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、374百万円の収入（前年同期は208百万円の収入）となりました。こ

れは主に有価証券の取得による支出2,200百万円、投資有価証券の取得による支出996百万円等の減少要因が

あった一方で、有価証券の償還による収入3,600百万円等の増加要因があったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、723百万円の支出（前年同期は1,324百万円の支出）となりました。

これは主に配当金の支払による支出747百万円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

 

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

（５）研究開発活動

　当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は19百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,636,368 7,636,368
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 7,636,368 7,636,368 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2025年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当中間連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2025年第１回株式報酬型新株予約権

決議年月日 2025年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役　　5

新株予約権の数（個）※ 891（注1）

新株予約権の目的となる株式の種類※ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）※ 8,910（注1）

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1

新株予約権の行使期間※
自 2025年８月２日
至 2055年８月１日（注2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　3,923 （注3）
資本組入額　1,962

新株予約権の行使の条件※ （注4）

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締
役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注5）

新株予約権の取得条項に関する事項※ （注6）

　※ 新株予約権の発行時（2025年８月１日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下

「付与株式数」という。）は10株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を

行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割または株式併合の比率

　また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。

２．新株予約権の行使期間

　新株予約権の行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
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３．発行価格は、新株予約権の払込金額（１株当たり3,922円）と行使時の払込金額（１株当たり1円）を合算し

ている。なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権の払込金

額（１株当たり3,922円）の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺している。

４．新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約

権を一括してのみ行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち１名のみに帰属した場合に限り、新株予約権を行

使することができる。

③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによ

る。

５．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日にお

いて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）については、会社法第236条第１項第8号イか

らホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交付する

こととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付する

ものとする。

　ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数

　新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編

対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注１）に準じて決定する。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新

株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行

使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④新株予約権を行使することができる期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の取得に関する事項

　下記（注６）の①から②に準じて決定する。

⑥新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。

　b.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額か

ら上記ａに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

６．新株予約権の取得条項に関する事項

①新株予約権者が権利行使する前に、上記（注４）の①から③の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより

新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無

償で取得することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完

全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会（株主総会が不要な場合

は当社の取締役会）において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利

行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＫＳＫ(E04856)

半期報告書

 6/20



（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2025年４月１日～

2025年９月30日
－ 7,636,368 － 1,448 － 1,269

 

（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

山崎　陽子　 神奈川県川崎市麻生区 803 13.25

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED

STOCK FUND

(常任代理人　

 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）　

245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210

　U.S.A

（東京都千代田区丸の内二丁目7番地1号）

514 8.48

山崎　武幹 神奈川県川崎市麻生区 462 7.62

山崎　武寛 神奈川県川崎市麻生区　 462 7.62

光通信KK投資事業有限責任組合 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 297 4.91

ＫＳＫ従業員持株会 東京都稲城市百村1625番地2 245 4.05

UH Partners 2 投資事業有限責任

組合
東京都豊島区南池袋二丁目9番9号 223 3.69

株式会社UH Partners 2 東京都豊島区南池袋二丁目9番9号 187 3.09

石井　公子 神奈川県横浜市南区 157 2.59

ＡＧＳ株式会社
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番

25号
147 2.42

計 － 3,499 57.72

　（注）上記のほか、自己株式が1,572千株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,572,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,053,300 60,533 －

単元未満株式 普通株式 10,168 － －

発行済株式総数  7,636,368 － －

総株主の議決権  － 60,533 －

　（注1）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

　（注2）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が48株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ＫＳＫ

東京都稲城市百村

1625番地２
1,572,900 - 1,572,900 20.60

計 - 1,572,900 - 1,572,900 20.60

 

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,323 6,463

受取手形、売掛金及び契約資産 5,403 5,173

有価証券 3,502 3,703

原材料及び貯蔵品 0 0

その他 290 233

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 14,520 15,572

固定資産   

有形固定資産 764 736

無形固定資産 88 86

投資その他の資産   

投資有価証券 6,002 6,242

その他 1,567 1,475

投資その他の資産合計 7,570 7,717

固定資産合計 8,424 8,540

資産合計 22,944 24,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 263 240

未払法人税等 527 552

賞与引当金 1,985 1,774

工事損失引当金 － 0

その他 1,403 1,902

流動負債合計 4,180 4,471

固定負債   

退職給付に係る負債 1,746 1,732

資産除去債務 113 114

その他 184 182

固定負債合計 2,044 2,029

負債合計 6,224 6,501

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448 1,448

資本剰余金 1,763 1,781

利益剰余金 14,205 14,850

自己株式 △1,112 △1,103

株主資本合計 16,305 16,977

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 410 581

退職給付に係る調整累計額 △190 △173

その他の包括利益累計額合計 219 408

新株予約権 193 225

純資産合計 16,719 17,611

負債純資産合計 22,944 24,113
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 11,353 12,545

売上原価 8,847 9,194

売上総利益 2,505 3,350

販売費及び一般管理費 ※ 1,676 ※ 1,507

営業利益 829 1,843

営業外収益   

受取利息 26 41

受取配当金 6 13

その他 3 2

営業外収益合計 36 58

経常利益 865 1,901

特別利益   

新株予約権戻入益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 2 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前中間純利益 863 1,902

法人税等 234 506

中間純利益 628 1,395

親会社株主に帰属する中間純利益 628 1,395
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 628 1,395

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8 170

退職給付に係る調整額 △21 17

その他の包括利益合計 △13 188

中間包括利益 615 1,583

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 615 1,583
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 863 1,902

減価償却費 61 56

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △110 △210

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 46 12

受取利息及び受取配当金 △33 △55

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 0

売上債権の増減額（△は増加） 94 230

棚卸資産の増減額（△は増加） 0 0

仕入債務の増減額（△は減少） △21 △22

未払消費税等の増減額（△は減少） △21 △70

その他 △173 55

小計 707 1,898

利息及び配当金の受取額 41 59

法人税等の支払額 △316 △470

法人税等の還付額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 432 1,488

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,200 △2,200

有価証券の償還による収入 2,500 3,600

有形固定資産の取得による支出 △92 △7

無形固定資産の取得による支出 △14 △19

投資有価証券の取得による支出 － △996

投資有価証券の償還による収入 0 0

資産除去債務の履行による支出 △13 －

その他 28 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 208 374

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 19 24

配当金の支払額 △1,344 △747

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,324 △723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △683 1,139

現金及び現金同等物の期首残高 5,499 5,123

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 4,815 ※ 6,263
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【注記事項】

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

 

（中間連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
　　至 2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
　　至 2025年９月30日）

貸倒引当金繰入額 0百万円 0百万円

給料及び手当 328 273

賞与引当金繰入額 69 70

退職給付費用 17 12

 
 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間連結会計期間
（2024年４月１日から
2024年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（2025年４月１日から
2025年９月30日まで）

現金及び預金勘定 5,015百万円 6,463百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △200 △200

現金及び現金同等物 4,815 6,263

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日まで）

配当に関する事項

　 (1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,350 226 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金

　 (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）

配当に関する事項

　 (1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月27日

定時株主総会
普通株式 750 124 2025年３月31日 2025年６月30日 利益剰余金

　 (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

　　　【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自2024年４月１日 至2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：百万円）

 システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業

ネットワーク

サービス事業
合計

売上高     

顧客との契約から生じる収益    

　内、請負契約 166 383 616 1,166

　内、準委任契約 1,040 1,992 3,101 6,134

　内、派遣契約 799 250 2,960 4,011

　内、その他 － 41 － 41

外部顧客への売上高 2,007 2,668 6,678 11,353

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 2 4 6

計 2,007 2,670 6,682 11,360

セグメント利益 479 659 1,366 2,505

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 2,505

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △1,676

中間連結損益計算書の営業利益 829

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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Ⅱ　当中間連結会計期間（自2025年４月１日 至2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：百万円）

 システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業

ネットワーク

サービス事業
合計

売上高     

顧客との契約から生じる収益    

　内、請負契約 190 453 855 1,499

　内、準委任契約 1,014 2,202 3,528 6,745

　内、派遣契約 1,005 276 2,978 4,260

　内、その他 － 39 － 39

外部顧客への売上高 2,210 2,971 7,362 12,545

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 2 4 6

計 2,210 2,974 7,367 12,551

セグメント利益 584 908 1,858 3,350

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 3,350

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △1,507

中間連結損益計算書の営業利益 1,843

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（2024年４月１日から
2024年９月30日まで）

当中間連結会計期間
（2025年４月１日から
2025年９月30日まで）

(1)１株当たり中間純利益 104円85銭 230円37銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益（百万円） 628 1,395

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利

益（百万円）
628 1,395

普通株式の期中平均株式数（株） 5,996,630 6,056,293

(2)潜在株式調整後１株当たり中間純利益 102円15銭 225円41銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額（百万

円）
－ －

普通株式増加数（株） 158,592 133,170

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

2024年６月27日(定時株主総会)

及び2024年６月27日(取締役会)

決議による、

2024年第２回新株予約権

　新株予約権の数　　　308個

 (普通株式　　　　 30,800株)

－

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

　 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年11月７日

株式会社ＫＳＫ

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　雅彦

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 新保　哲郎

 

監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＫＳＫ
の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日ま
で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連
結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、株式会社ＫＳＫ及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了
する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要
な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期
中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー
手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ
れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結
論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間
連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切
でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の
結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が
認められないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれておりません。
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